
 

 

令和８年度かめおか市民スポーツフェスティバル 

ソフトボール大会 開催要項 

 

 

１）趣旨 市民の健康保持・増進と豊かなコミュニティの形成に向け、誰もがスポーツ

に親しむことができる生涯スポーツの推進と、市民相互の親睦を図ることを

ねらいとする。 

２）主催 公益財団法人亀岡市スポーツ協会 

３）主管 亀岡市ソフトボール協会 

４）日時 令和８年６月２１日（日）※雨天中止 

受付：午前９時～ 開会式：午前９時３０分～ 

 ※雨天時は午前７時に事務局とソフトボール協会で開催の可否を決定する。 

５）会場 亀岡市営月読橋球技場 

６）参加資格 亀岡市在住・在学・在勤の１６歳以上による、各振興会単位または下記表の

ブロック単位で編成したチーム。 

Ｎｏ. ブロック名 対象地区 

１ 南部 東別院町、西別院町、曽我部町 

２ 西部 畑野町、本梅町、宮前町、東本梅町 

３ 北部 大井町、千代川町 

４ 中部 吉川町、薭田野町 

５ 川東 馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町 

６ 篠 篠町 

７ つつじ 東つつじヶ丘、西つつじヶ丘、南つつじヶ丘 

８ 亀岡東部 亀岡地区東部 

９ 亀岡中部 亀岡地区中部 

７）チーム編成 ①監督（選手兼任可）１名＋選手９名～１８名で編成すること。 

 ②男女混成を認める。なお、男女の比率は問わない。 

 ③２チーム以上出場する場合は、チーム名の最後に（Ａ、Ｂ、Ｃ…）等をつ

けて区別すること。 

８）参加料 無料 

９）試合方式 ①トーナメント方式で実施し、延長戦およびタイブレークは行わない。 

 ②各試合は、５イニング終了時点で試合終了とする。ただし、５イニング終

了前に制限時間（５０分）に達した場合は、次のとおりとする。 

 ・攻撃側が勝っている場合は、当該打者の打席完了をもって終了とする。 

 ・攻撃側が負けている場合は、３アウト成立をもって終了とする。 

 なお、いずれの場合も、次の回（後攻の攻撃を含む）は行わない。 

 ③試合終了時に同点の場合は、チーム代表者のジャンケンで勝敗を決定する。 

 ④投手はスリングショット投法（振り子投げ）のみとする。 

  



 

 

 

10）審判員 ①球審はソフトボール協会の審判員が行う。 

 ②塁審は直前の試合の負けチームが行う。ただし第１試合については、第２

試合の組合せ番号が小さいチームから３名を出すこととする。なお、塁審

の担当者は、試合開始１０分前までに大会本部前に集合すること。 

11）試合球 公認ゴム製１２インチ球 

12）表彰 ３位まで 

13）申込み 令和８年５月３１日（日）必着 

 亀岡市スポーツ協会事務局へメール、FAX、郵送、持参いずれか 

  メール／info@kameoka-sports.jp  FAX／25-5254 

 〒621-0029 亀岡市曽我部町穴太土渕33-1 亀岡運動公園体育館内 

14）抽選会及び ６月６日（土） 亀岡運動公園体育館２階スポーツ相談室 

監督者会議 １９時～ チーム受付・抽選・組合せ発表  ２０時～ 監督者会議 

 ＊抽選会及び監督者会議を欠席したチームは失格とする。 

 ＊抽選は、申込み先着順とする。 

15）その他 ①ベンチは組合せ番号の小さいチームを一塁側とする。 

 ②運動に適さない靴、金属スパイクは禁止とする。 

 ③背番号は上着に20cm×20cm程度の範囲で着けること（ビブス可）。 

 ④参加者はスポーツ傷害保険に加入します。大会開催中の事故や傷病への補

償は主催者側が加入した保険の範囲内とします。 

 ⑤雨天中止の有無に関わらず、７月１２日・１９日に実施する亀岡平和祭市

民スポーツ大会ソフトボール競技大会への参加が可能（要参加費）です。

希望される場合は６月２２日（月）までに下記へお問い合わせください。 

16）問合せ先 抽選会、大会の進行・運営について 

  亀岡市ソフトボール協会 

   理事長 浅田博三（ ℡ 24-8726 携帯 090-9216-3313 ） 

   事務局 藤森博彦（ ℡ 25-1323 携帯 090-8215-2264 ） 


